
社会資本総合整備計画

（特定計画（第２期東京都地域住宅計画））

平成２６年３月

東京都

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、

杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、

国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村



地域住宅計画

平成 22 年度 ～ 27 年度

 １ １ １ １．．．．地域地域地域地域のののの住宅政策住宅政策住宅政策住宅政策のののの経緯及経緯及経緯及経緯及びびびび現況現況現況現況

 ２ ２ ２ ２．．．．課題課題課題課題

 計画の名称 東京都全域

東京都及び千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、
渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、
武蔵野市、三鷹市、青梅市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、
狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、
奥多摩町、大島町、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

 作成主体名

 都道府県名 東京都 計画対象地域第２期東京都地域住宅計画

 計画期間

１　良質な住宅ストックと良好な住環境の形成にかかる課題
・東京の住宅ストックのうち、新耐震基準以前に建築されたものは約３割を占めており、それらの中には必要な耐震性を有していない
  住宅も相当数含まれていると推計
・都市基盤整備が不十分なまま市街化が進んだため、老朽化した木造住宅等が密集し、震災時に大規模な市街地火災のおそれがある
  木造住宅密集地域等の課題を抱える地域が広く存在
・都営住宅をはじめとする公的賃貸住宅ストックの老朽化
・都心地域における職住のアンバランスや一部の郊外住宅地における活力低下の懸念
・住宅についてはスクラップアンドビルドの考え方も根強く、質の良い住宅をつくり、社会全体で長く活用するという共通認識が不十分
・マンションの高経年化に伴う維持管理、建替えに係る問題の増加
・地球温暖化など環境問題の深刻化

・東京の住宅政策は、低所得者向けの公営住宅供給を中心とし、しかも昭和４９年の地方自治法の改正までは、特別区がその事業主体と
  なることができなかったことから、都が大宗を担う形で進められてきた。
・バブル経済時においては、中堅所得者層についても住宅問題が深刻化し、都民住宅や区民住宅の供給等を推進してきたところである
  が、バブル経済の崩壊後は、住宅の量的な充足や将来の人口・世帯減少社会の到来等を踏まえ、これまでの公的住宅供給中心の政策
  から、ストックの活用、市場の活用を重視した住宅政策へと方向転換を図ってきたところである。
・急速に進む少子高齢化、温暖化など地球環境問題の深刻化、居住ニーズの一層の多様化など、経済社会情勢の変化に対応していく
  ためには、都と福祉施策やまちづくり施策の中心的担い手である区市町村とが役割を適切に分担し、密接に連携しながら、それぞれが
  担うべき領域において主体的に住宅施策の推進に取り組んでいく必要がある。
・こうした経緯及び現在の状況を踏まえ、都と上記の区市町村が、共同で地域住宅計画を作成し、公営住宅整備等の基幹事業と提案事業
  をバランスよく組み合わせて、東京において総合的な住宅政策を展開しようとするものである。



 ２ ２ ２ ２．．．．課題課題課題課題（（（（続続続続き)き)き)き)

２　住宅市場の環境整備に係る課題
・生産システム合理化の遅れなど戸建住宅における市場環境の未整備
・中古住宅の流通が少ないなど、未成熟な中古住宅・リフォーム市場

３　都民の居住の安定確保に係る課題
・子育て世帯向けの良質な民間賃貸住宅や支援施設の不足等、不十分な子育て環境
・高齢者が安心して暮すことができるすまいの整備の必要性
・民間賃貸住宅における高齢者、障害者等が入居選別を受けやすい状況
・住宅のバリアフリー化の遅れ



単　位 基準年度 目標年度

％ 79% 平成21年 90% 平成27年

％ 26% 平成20年 50% 平成27年

一定の
バリアフリー化

％
「手すりの設置（２箇所以
上）」又は「段差のない屋
内」を満たす

40% 平成20年 75% 平成27年

高度な
バリアフリー化

％

「手すりの設置（２箇所以
上）」、「段差のない屋内」、
「車椅子で通行可能な廊下
幅」のすべてを満たす

11% 平成20年 25% 平成27年

％ 2.2% 平成23年 0% 平成27年

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

高齢者が居住する住宅の
バリアフリー化率

都内の住宅のうち、必要な耐震性を満たして
いる住宅の割合（東京都耐震改修促進計画
による）

都内の高齢者が居住
する住宅におけるバリ
アフリー化された住宅
の割合（住宅・土地統
計調査）

誘導居住面積水準以上世帯の割合
都内全住宅における誘導居住水準を上回る
子育て世帯の割合（住宅・土地統計調査）

豊島区内の空き家棟数に対する不良住宅棟
数の割合（豊島区空き家実態調査による）

 ３ ３ ３ ３．．．．計画計画計画計画のののの目標目標目標目標

 ４ ４ ４ ４．．．．目標目標目標目標をををを定量化定量化定量化定量化するするするする指標等指標等指標等指標等

　良質な住宅ストック及び住宅市街地を形成するとともに、透明で競争性の高い住宅市場を構築し、都民のニーズに適した住宅選択が実現でき
るようにする。また、公営住宅を始め、民間住宅も含めた住宅全体のセーフティネット機能を向上し、都民の居住の安定を確保する。

従前値 目標値

住宅の耐震化率

定　　義指　　標

豊島区内の空き家棟数に対する不良住宅
棟数の割合



 ５ ５ ５ ５．．．．目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

○　消費者に対する住宅相談・住情報提供
　　　消費者の適切な住宅選択を支援するため、住宅の建設、住み替え、リフォーム等に関する住宅相談や住情報の提供を行う。
○　地域の住宅関連事業者の活力を活かした住まいづくり
　　　中小住宅生産者について、住宅生産の合理化や技術力の向上を支援し、良質で安価な住まいづくりや、適切な維持管理、リフォームを促
　　進する。

①：良質な住宅ストックと良好な住環境の形成

②：住宅市場の環境整備

○　災害に強い住宅・まちづくり
　　　地震時等における安全性を確保するため、住宅の耐震化を促進するとともに密集市街地等の整備改善を推進する。
○　公営住宅の建替えと用地を活用したまちづくり
　　　老朽化した公営住宅の建替えを推進すると同時に、まちづくりの視点で土地の有効活用を図りつつ、道路、公園、社会福祉施設等の整備
　　を推進する。
      高齢者等居住安定化推進事業補助金を受け、子育て支援施設を都営高砂四丁目団地に整備する。
　　　高齢者等居住安定化推進事業補助金を受け、高齢者生活支援施設及び子育て支援施設を公社向原住宅及び公社烏山住宅、公社平尾
　　住宅に整備する。
○　マンションの維持管理の適正化と建替えの円滑化
　　　マンション居住者による自主的な維持管理や円滑な建替えを誘導するため、必要な情報提供や合意形成の支援等を行う。
　　　構造計算書の偽装に係る倒壊の恐れのある危険なマンションの居住者の安全、居住の安定確保を図るため、居住者の移転、家賃等補助
　　等を行う。
○　環境や景観等に配慮した持続可能な住宅まちづくり
　　　住宅における省エネルギー及び資源の循環利用の促進や、住宅市街地の良好な景観形成の誘導に向け、屋上緑化、雨水利用、太陽光
　　発電の導入や生垣の設置等に対し支援を行う。
　　　良好なまち並みや住環境を備えた住宅市街地の形成、既成市街地における居住機能の維持増進等を図る。
○　防犯性の高い住まいづくりの促進
　　　安心して住むことのできる環境を整備するため、住宅等の防犯性能の向上や、地域の防犯活動を支援する。
○　空き家住宅の除却
　　　居住環境の整備改善に資するため、空き家再生等推進事業により、以下の区域内において不良住宅又は空き家住宅の除却を推進する。
　　　豊島区全域



 ５ ５ ５ ５．．．．目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業のののの概要概要概要概要（（（（続続続続きききき））））

○　公共住宅及び民間住宅における住まいの安心の確保
　　　低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯その他住宅の確保に特に配慮を要する者が安心して住むことのできる環境を整備する
　　ため、公営住宅については、ストックの有効活用を図りつつ、真に住宅に困窮する都民に公平かつ的確に供給できるよう、適正な管理の推
　　進などにより、セーフティネット機能を一層強化するとともに、高齢者・障害者等、特に居住の安定を図る必要がある世帯に配慮し、優先入居
　　等の実施、バリアフリー化の実施、福祉施策等との連携に取り組む。
　　　また、民間住宅においては、民間賃貸住宅の入居の円滑化や住宅のバリアフリー化、高齢者向けや子育て世帯向けの民間賃貸住宅の整
　　備、住宅への高齢者施設や子育て支援施設の併設等を推進する。更に民間賃貸住宅の空き家について、高齢者の「共同居住」や木密地域
　　に置ける従前居住者向け等の活用を図る。
○　地域優良賃貸住宅の整備
　　　千代田区、中央区、新宿区、墨田区、品川区、目黒区、中野区、杉並区、豊島区、葛飾区、江戸川区、日野市、東久留米市及び現に都市再
　　生機構賃貸住宅の存する区域（都市再生機構が今後地域優良賃貸住宅の供給を予定している区域に限る）において地域優良賃貸住宅の
　　整備を促進する（なお、災害被災者及び密集市街地からの立退き者等不良住宅の撤去等により住宅を失った者については、地域優良賃貸
　　住宅に入居させることが適当な者とする。）。
　　　都市再生機構が定めた供給計画に基づく子育て世帯向け住宅を供給する。

③：都民の居住の安定確保



 ６ ６ ６ ６．．．．目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業等事業等事業等事業等にににに要要要要するするするする経費等経費等経費等経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業基幹事業基幹事業基幹事業

事業 事業主体
交付金対象

事業費 備考（規模等）

東京都 173,587
平成22年～26年度17,928
戸、平成27年度以降は未
定

千代田区 736 99戸
港区 1,659 126戸
新宿区 1,675 73戸
台東区 54 27戸
品川区 797 48戸
目黒区 1,604 162戸
大田区 1,510 113戸
世田谷区 280 22戸
渋谷区 1,275 60戸
中野区 4 2戸
北区 970 75戸
足立区 1,208 120戸
八王子市 3,127 220戸
立川市 733 58戸
あきる野市 1,508 99戸
日の出町 408 27戸
大島町 3,251 52戸
八丈町 1,258 48戸
千代田区 320 118戸
中央区 146 61戸
品川区 976 111戸
目黒区 80 30戸
中野区 27 20戸
杉並区 120 60戸
豊島区 132 61戸
葛飾区 52 23戸
江戸川区 403 270戸

公営住宅等整備事業

地域優良賃貸住宅整備事業



高齢者向け優良賃貸住宅等整備事業 日野市 3 17戸
東京都 60,462 2,343戸
千代田区 114 －
中央区 50 －
港区 62 －
新宿区 147 －
文京区 18 －
墨田区 24 －
江東区 161 －
品川区 289 －
目黒区 476 －
大田区 351 －
世田谷区 233 －
渋谷区 155 －
中野区 15 －
杉並区 345 －
豊島区 75 －
北区 417 －
板橋区 241 －
練馬区 167 －
足立区 299 －
葛飾区 268 －
八王子市 83 －
立川市 254 －
三鷹市 1 －
青梅市 903 －
昭島市 1 －
調布市 2 －
町田市 96 －
小金井市 33 －
日野市 92 －
東村山市 145 －
福生市 395 －
多摩市 9 －
羽村市 27 －
西東京市 2 －
日の出町 2 －
奥多摩町 5 －
大島町 6 －
神津島村 13 －
三宅村 186 －
八丈町 7 －

公営住宅等ストック総合改善事業



新川二丁目地区ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ茅場町 中央区 1,007 －

六本木三丁目地区 港区 401 －

六本木一丁目南地区 港区 1,312 －

浜松町一丁目地区 港区 990 －

茗荷谷駅前地区 文京区 587 －

大井町西地区 品川区 1,456 －

大崎駅西口南地区 品川区 581 －

北品川五丁目第1地区 品川区 4,797 －

上目黒一丁目地区 目黒区 237 －

松が谷三丁目 台東区 43 －

東上野五丁目 台東区 133 －

野沢四丁目地区 世田谷区 100 －

本一色一丁目地区 江戸川区 35 －

鶴川駅前公共施設 町田市 567 －

和泉四丁目地区 東京都 26 －

北烏山二丁目第１期地区 東京都 86 －

北烏山二丁目第２期地区 東京都 66 －

三宿二丁目地区 東京都 20 －

南烏山六丁目第２期地区 東京都 51 －

向原三丁目第２期地区 東京都 22 －

向原三丁目第３期地区 東京都 50 －

神田東松下町地区 千代田区 242 －

蒲田４－１地区 大田区 261 －

東日暮里二丁目地区 荒川区 72 －

仲宿地区 板橋区 236 －

江戸川区 229 －

小平市 198 －

東京都 2,924 －

千代田区 175 －

中央区 63 －

港区 48 －

新宿区 27 －

墨田区 68 －

品川区 268 －

目黒区 1,095 －

優良建築物等整備事業

市街地再開発事業

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

都心共同住宅供給事業

住宅市街地基盤整備事業



大田区 442 －

世田谷区 26 －

渋谷区 231 －

中野区 35 －

杉並区 180 －

豊島区 170 －

板橋区 248 －

練馬区 45 －

葛飾区 122 －

江戸川区 305 －

立川市 95 －

武蔵野市 115 －

調布市 58 －

日野市 20 －

福生市 17 －

東久留米市 7 －

あきる野市 61 －
日の出町 222 －
檜原村 9 －
大島町 183 －

新島村 3 －

御蔵島村 25 －

八丈町 361 －

新宿区 16 －

文京区 155 －

台東区 20 －

墨田区 14 －

江東区 3 －

中野区 20 －

杉並区 124 －

荒川区 96 －

板橋区 32 －

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

住宅・建築物安全ストック形成事業



改良住宅等改善事業（建設：2/3） 東京都 156 －
改良住宅等改善事業（全面的改善） 東京都 640 －
改良住宅等改善事業（個別改善） 東京都 2,166 －
改良住宅等改善事業（個別改善） 品川区 37 －
空き家再生等推進事業（除却事業タイプ） 豊島区 12 －

合計 289,422

住宅地区改良事業等



提案事業提案事業提案事業提案事業 （金額の単位は百万円）

交付金対象
細項目 事業費

千代田区 48 －
中央区 143 －
港区 167 －
新宿区 80 －
文京区 188 －
台東区 24 －
墨田区 69 －
江東区 23 －
品川区 392 －
目黒区 320 －
大田区 138 －
世田谷区 11 －
渋谷区 91 －
中野区 86 －
杉並区 329 －
豊島区 41 －
北区 220 －
荒川区 151 －
板橋区 58 －
練馬区 97 －
足立区 209 －
葛飾区 72 －
江戸川区 31 －
八王子市 61 －
立川市 41 －
武蔵野市 9 －
三鷹市 22 －
青梅市 17 －
昭島市 7 －
町田市 7 －
小金井市 24 －

備考（規模等）事業主体

民間住宅耐震改修等助成事業

事業

災害に強い住宅・まちづくり推進事業



小平市 28 －
日野市 12 －
国分寺市 29 －
国立市 33 －
福生市 2 －
狛江市 19 －
東大和市 3 －
多摩市 46 －
稲城市 35 －
羽村市 3 －
西東京市 13 －
東京都 7 －
江東区 115 －
大田区 385 －
中野区 93 －
北区 20 －
足立区 100 －
武蔵野市 64 －
福生市 26 －
東京都 557 －
江東区 8 －
八王子市 21 －
立川市 7 －
日の出町 15 －
大島町 5 －
神津島村 4 －
港区 381 －
新宿区 3 －
文京区 27 －
台東区 111 －
江東区 224 －
品川区 43 －
渋谷区 317 －
杉並区 308 －
板橋区 4 －
足立区 356 －
小平市 7 －
稲城市 14 －

公営住宅整備に係る社会福祉施設整備

防災対策市街地等整備事業

災害に強い住宅・まちづくり推進事業

民間住宅耐震改修等助成事業

公営住宅等の駐車場整備

公営住宅の整備等まちづくり推進事業



公営住宅及び関連施設設計 練馬区 4 －
公営住宅整備に係る集会所整備等事業 江戸川区 71 －

東京都 8,983 －
文京区 5 －
大田区 3 －
杉並区 17 －
北区 4 －
足立区 9 －
葛飾区 3 －
青梅市 62 －
羽村市 5 －
あきる野市 1 －
西東京市 1 －
奥多摩町 5 －
三宅村 28 －
東京都 2,293 －
港区 46 －
江戸川区 3 －
あきる野市 40 －
日の出町 13 －
八丈町 49 －
東京都 2,437 －
目黒区 36 －
大田区 10 －
足立区 100 －
立川市 50 －
清瀬市 20 －
あきる野市 34 －
西東京市 7 －
日の出町 10 －
大島町 121 －
三宅村 15 －
八丈町 52 －
東京都 2,913 －
港区 114 －
新宿区 10 －
目黒区 17 －
大田区 7 －
渋谷区 1 －
板橋区 10 －
足立区 41 －
八王子市 6 －
立川市 3 －
あきる野市 6 －

公営住宅等小規模ストック改善事業

公営住宅の整備等まちづくり推進事業

公営住宅の建替等に係る移転費

公営住宅整備等に関連する道路、敷地、公
園等整備

公営住宅整備等に係る除却



日の出町 5 －
大島町 6 －
八丈町 2 －
東京都 207 －
港区 450 －
新宿区 357 －
あきる野市 366 －
品川区 11 －

東村山市 2 －

東京都 1,201 －

江東区 3 －

東京都 5,233 －

千代田区 267 －

港区 7 －

文京区 3 －

墨田区 10 －

江東区 10 －

品川区 7 －

大田区 23 －

世田谷区 248 －

杉並区 12 －

北区 20 －

練馬区 24 －

足立区 7 －

葛飾区 12 －

八王子市 30 －

三鷹市 2 －

町田市 5 －

多摩市 1 －

大島町 6 －

公営住宅整備推進に係る調査

公営住宅の整備等まちづくり推進事業

公営住宅の建替等に係る移転費

公営住宅システム構築

公営住宅等の管理に係る事業

公営住宅等建設用地購入



東京都 142 －
中央区 2 －
港区 2 －
新宿区 4 －
文京区 5 －
台東区 3 －
江東区 2 －
品川区 3 －
目黒区 1 －
杉並区 1 －
豊島区 1 －
北区 1 －
板橋区 2 －
足立区 3 －
葛飾区 1 －
町田市 1 －
狛江市 1 －
多摩市 4 －
中央区 3 －
港区 1 －
台東区 1 －
江東区 1 －
品川区 2 －
渋谷区 1 －
中野区 1 －
豊島区 4 －
北区 1 －
荒川区 2 －
板橋区 2 －
練馬区 1 －
足立区 6 －
葛飾区 1 －
江戸川区 1 －

分譲マンションアドバイザー・コンサルタント
等派遣

分譲マンションの維持管理適正化･建替
円滑化事業

マンション相談事業



東京都 117 －

千代田区 4 －

中央区 153 －

港区 10 －

文京区 2 －

台東区 11 －

墨田区 12 －

江東区 33 －

豊島区 6 －

北区 17 －

武蔵野市 2 －

墨田区 8 －

武蔵野市 3 －

中央区 2 －

港区 4 －

新宿区 4 －

品川区 15 －

目黒区 3 －

足立区 2 －

小金井市 1 －

狛江市 1 －

中央区 4 －

世田谷区 89 －

品川区 3 －

目黒区 2 －

中小住宅生産事業者等の支援事業 東京都 5 －

多摩産材を活用した木造住宅啓発事業 東京都 1 －

合理的な生産システム普及促進 東京都 1 －

長寿命環境配慮モデル事業 東京都 23 －

民間住宅活用モデル事業（空き家活用モデ
ル事業）

東京都 26 －

住宅相談、セミナー

分譲マンションの維持管理適正化･建替
円滑化事業

住宅に関するイベント支援・ＮＰＯ活動支援
事業

分譲マンション建替支援等事業

マンション実態調査事業

住宅相談・住情報提供 住情報の提供



東京都 8 －
千代田区 1 －
港区 104 －
文京区 4 －
墨田区 17 －
品川区 68 －
目黒区 2 －
大田区 6 －
世田谷区 75 －
豊島区 35 －
北区 24 －
荒川区 43 －
板橋区 88 －
八王子市 161 －
立川市 197 －
武蔵野市 2 －
三鷹市 8 －
青梅市 41 －
昭島市 32 －
調布市 12 －
小金井市 8 －
小平市 9 －
日野市 37 －
東村山市 53 －
国分寺市 32 －
福生市 10 －
狛江市 22 －
東大和市 2 －
羽村市 22 －
墨田区 1 －
目黒区 2 －
葛飾区 1 －
神津島村 1 －

屋上緑化、雨水利用、太陽光発電等設備設
置等助成事業

循環型住まいづくり推進事業

アスベスト対策事業



文京区 3 －

墨田区 2 －

品川区 7 －

世田谷区 39 －

中野区 4 －

豊島区 6 －

北区 4 －

板橋区 3 －

八王子市 24 －

武蔵野市 5 －

昭島市 4 －

小金井市 3 －

小平市 12 －

東村山市 4 －

環境関連施設等整備 青梅市 55 －

東京都 394 －

墨田区 1 －

品川区 36 －

北区 87 －

千代田区 105 －

台東区 68 －

檜原村 173 －

東京都 659 －

目黒区 357 －

世田谷区 291 －

北区 779 －

板橋区 77 －

足立区 152 －

葛飾区 203 －

八王子市 476 －

日野市 105 －

子育て支援事業

公営住宅等整備に係る子育て支援施設整
備

子育て世帯支援事業

緑化推進・景観改善等事業

定住促進事業

循環型住まいづくり推進事業



文京区 6 －
墨田区 2 －
品川区 46 －
目黒区 20 －
北区 7 －
足立区 10 －
八王子市 29 －
調布市 33 －
町田市 24 －
東村山市 17 －
多摩市 4 －
東京都 69 －
中央区 1 －
文京区 13 －
墨田区 74 －
江東区 6 －
品川区 4 －
世田谷区 7 －
豊島区 70 －
荒川区 35 －
板橋区 15 －
八王子市 8 －
三鷹市 14 －
町田市 11 －
奥多摩町 7 －
千代田区 9 －
中央区 6 －
品川区 2 －
目黒区 20 －
杉並区 6 －
豊島区 5 －
江戸川区 32 －
日野市 2 －
東久留米市 2 －

高齢者・障害者等安心居住推進事業 バリアフリー改修等助成事業

高齢者・障害者等安心居住推進事業

地域優良賃貸住宅等調査

高齢者・障害者等居住支援事業



中央区 35 －
港区 15 －
北区 30 －
大田区 15 －
青梅市 36 －
小金井市 20 －
東京都 122 －
台東区 15 －
墨田区 5 －
江東区 8 －
品川区 18 －
目黒区 9 －
世田谷区 28 －
杉並区 9 －
豊島区 6 －
北区 7 －
板橋区 8 －
練馬区 7 －
葛飾区 4 －
江戸川区 6 －
八王子市 4 －
立川市 18 －
武蔵野市 5 －
青梅市 7 －
昭島市 3 －
調布市 10 －
町田市 9 －
小金井市 7 －
日野市 9 －
狛江市 15 －
東大和市 7 －
多摩市 10 －
稲城市 5 －
西東京市 8 －

除却・建替事業 中央区 60 －
移転料 中央区 6 －
家賃助成 中央区 67 －

合計 39,966

住宅の防犯性向上に資する事業

地域の防犯性能向上事業

緊急構造計算書偽装問題対策事業

住宅政策に関する実態調査

市街地の防犯性向上に資する事業

その他地域の住宅政策に資する事業



（（（（参考参考参考参考））））関連事業関連事業関連事業関連事業

東京都 診断、改修、その他
千代田区 診断、改修、その他
中央区 診断、改修、その他
港区 診断、改修、その他
新宿区 診断、改修、その他
文京区 診断、改修、その他
台東区 診断、改修、その他
墨田区 診断、改修、その他
江東区 診断、改修、その他
品川区 診断、改修、その他
目黒区 診断、改修、その他
大田区 診断、改修、その他
世田谷区 診断、改修、その他
渋谷区 診断、改修、その他
中野区 診断、改修、その他
杉並区 診断、改修、その他
豊島区 診断、改修、その他
北区 診断、改修、その他
荒川区 診断、改修、その他
板橋区 診断、改修、その他
練馬区 診断、改修、その他
足立区 診断、改修、その他
葛飾区 診断、改修、その他
江戸川区 診断、改修、その他
八王子市 診断、改修、その他
立川市 診断、改修、その他
武蔵野市 診断、改修、その他
三鷹市 診断、改修、その他
府中市 診断、改修、その他
青梅市 診断、改修、その他
昭島市 診断、改修、その他
調布市 診断、改修、その他
町田市 診断、改修、その他
小金井市 診断、改修、その他
小平市 診断、改修、その他
日野市 診断、改修、その他
東村山市 診断、改修、その他
国分寺市 診断、改修、その他
国立市 診断、改修、その他
福生市 診断、改修、その他
狛江市 診断、改修、その他
東大和市 診断、改修、その他
清瀬市 診断、改修、その他
東久留米市 診断、改修、その他
多摩市 診断、改修、その他
稲城市 診断、改修、その他
羽村市 診断、改修、その他
あきる野市 診断、改修、その他
西東京市 診断、改修、その他
瑞穂町 診断、改修、その他
日の出町 診断、改修、その他
檜原村 診断、改修、その他
奥多摩町 診断、改修、その他
小笠原村 診断、改修、その他

そのそのそのその他関連他関連他関連他関連するするするする事業事業事業事業（（（（東京都地域住宅防災東京都地域住宅防災東京都地域住宅防災東京都地域住宅防災・・・・安全整備計画安全整備計画安全整備計画安全整備計画））））

備考　　事　　業

公営住宅等ストック総合改善事業等

事業主体

東京都、千代田区、台東区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、八王子市、青梅市、町田市、日野市、羽村市、
あきる野市、神津島村

備考事業主体

住宅・建築物安全ストック形成事業

事業（例）



 ７ ７ ７ ７．．．．法第法第法第法第６６６６条第条第条第条第６６６６項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく公営住宅建替事業公営住宅建替事業公営住宅建替事業公営住宅建替事業にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８ ８ ８ ８．．．．法第法第法第法第６６６６条第条第条第条第７７７７項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく配慮入居者及配慮入居者及配慮入居者及配慮入居者及びびびび特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅のののの賃貸賃貸賃貸賃貸にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

 ９ ９ ９ ９．．．．そのそのそのその他公的賃貸住宅等他公的賃貸住宅等他公的賃貸住宅等他公的賃貸住宅等のののの管理等管理等管理等管理等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

　公営住宅整備事業において、保育所又は高齢者福祉施設を併設する場合には、建替施行要件の特例を適用する。

【配慮入居者】次に該当するものとする。
１　同居親族がない者または収入基準外で入居を希望する者
２　居住する住宅の建替え・改修のため、一時的に住居を必要とする者

【賃貸に関する事項】入居者を募集したにもかかわらず、３ヶ月以上空き家である住戸については、認定事業者（所有者）からの
知事（市（区）の区域にあっては、当該市（区）長）への報告をもって承認があったものとして、配慮入居者に賃貸する。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準
の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

１．民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業に関する事項
（１）　本事業において、住宅確保要配慮者として国が定めるものの外、「被災者世帯」を加える。
（２）　本事業を活用して既存建物を「共同居住（グループリビング）※１」用として活用する場合において、①共同で利用する部分
　　　に居間、食堂、台所、収納設備及び浴室を備える場合は、各世帯の専用する部分の床面積を１３㎡以上、②共同で利用する部分
　　　に居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備える場合は、各世帯の専用する部分の床面積を１０㎡以上と
　　　する（収納設備については、簡易なものを専用部分に備えることを妨げない）。①②のいずれにおいても、共用で利用する部分
　　　に備えるものは、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保するものとしなければならない。なお、入居者数に対して、
　　　住宅全体で最低居住面積水準以上の床面積を有するものとする。
（３）　本事業を活用して「サービス付き高齢者向け住宅※２」を改修する場合は、各専用部分の床面積を原則２０㎡以上とする。
　　　ただし、居間、食堂、台所等、共同して利用する部分が十分な面積を有する場合は、１３㎡以上とする。
　　　※１　共同居住（グループリビング）とは、血縁関係に因らない２以上の世帯が、以下の全ての要件を満足する住宅で協力して
　　　　　生活するもの（入居世帯を、住宅確保要配慮者のうち「高齢者世帯のみ」等特定の属性に限るものを含む）をいう。
　　　　　１　各世帯が専用する居室を有するもの。
　　　　　２　各世帯のプライバシーが確保できるもの。
　　　　　３　世帯間のコミュニケーションが図れる居室として、共同で利用するための居間、食堂等を有するもの。
　　　※２　サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年四月六日法律第二十六号）第五条
　　　　　第一項に定める知事の登録を受けたものをいう。
２．その他
  　都営住宅建替えの際に敷地の有効利用や非現地建替え等により、創出した用地を活用し、木造住宅密集市街地や道路の整備、
　多様な都市機能の導入など、都市づくりとの連携を図る。
　　また、期限付き入居を適切に実施することにより、都営住宅ストックをより有効に活用する。


